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１．京田辺市行政改革実行計画について 

（１）実行計画の位置づけ・役割 

本市では、「第４次京田辺市総合計画基本構想」及び「まちづくりプラン」に掲げる施

策を着実に進めるため、令和６年３月に今後の行政改革を推進するにあたっての「目標」、

取組みの柱となる「基本方針」、この方針に基づく「重点改革項目」等をとりまとめた「京

田辺市行政改革大綱（令和６年度～令和１３年度）」を策定しました。 

  「京田辺市行政改革実行計画（令和６年度～令和９年度）」（以下「実行計画という。」

は、大綱の理念を具体化するとともに、各部局において実施する事業と実施時期等を明確

化するために策定されたものです。 

 

（２）計画期間 

大綱の計画期間は、基本構想の計画期間を踏まえ、令和６年度から令和１３年度までの

８年間としています。 

実行計画については「第４次京田辺市総合計画まちづくりプラン」の計画期間を踏まえ、

令和６年度から令和９年度までの４年間とします。 
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（３）推進体制 

 本計画を総合的かつ組織的に推進していくために、市長を本部長として部局長で構成

する「行政改革推進本部会議」において、毎年度、その進捗状況や成果を把握しながら

進行管理を行います。 

 

 

  

基本構想（12 年） 

 

前期（4年） 中期（4年） 後期（4年） 

実行計画（Ｒ10～Ｒ13） 実行計画（Ｒ２～Ｒ５） 実行計画（Ｒ６～Ｒ９） 

 

 

前行革大綱 行革大綱（Ｒ６～Ｒ１３） 
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２．令和６年度の取組結果  

（１）全体のまとめ 

大綱が策定された令和６年度から１年が経過し、生成ＡＩの台頭をはじめとするさらな

るデジタル化の進展、不安定化する国際情勢等を背景にする物価高騰等、市民の暮らしや

地域経済を取り巻く環境も目まぐるしく変化しています。今後、新名神高速道路の全線開

通や北陸新幹線の新駅設置等、未来への発展要素を見据えながら、大型公共事業も含めて、

京田辺のまちづくりを着実に進めるためには、持続可能で効率的な財政運営を図るととも

に、質の高い行政サービスを維持・向上させる不断の努力と創意工夫が不可欠です。 

本計画においては、「Ⅰ．多様な主体との協働・パートナーシップ構築」「Ⅱ．デジタル

技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上」「Ⅲ．持続可能な財政構造の構築」の

３つの基本方針に沿って、６３の取組みを展開しています。初年度にあたる令和６年度の

主な取組みを以下紹介します。 

今後、新たな取組みを充実強化していくことも含めて、好事例を模倣しながら、更に効

率的・効果的な取組みが展開されるためのＰＤＣＡサイクルを推進していきます。 

 

（２）令和６年度の主な取組み 

 

市内事業者との連携による「ふるさと納税返礼品」開発 【取組項目 Ⅰ（１）４※】 

ふるさと納税制度を活用した財源確保 【取組項目 Ⅲ（１）４６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記載の取組項目は、実行プログラムの大区分・中区分・取組番号となります。 

 

 

 

 

 

 

市内産業の活性化と自主財源確保のため、ふる

さと納税制度の活用を推進しています。 

 令和６年度には、市内事業者との協働により返礼

品の開発と商品化を行うとともに、民間ふるさと納

税サイトの増設等によりふるさと納税額は大幅に

増加しました。 

【令和６年度ふるさと納税額：約４億４千万円（前

年度比＋１億９千万円）、協働による商品化１件】 
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地域住民との協働による地域防災・防犯力の強化 【取組項目 Ⅰ（１）５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市民や事業者との協働による駅前エリア商業活性化 【取組項目 Ⅰ（１）８】 

 

 

 

 

 

 

 

  官民連携による田辺公園拡張整備と指定管理 【取組項目 Ⅰ（２）１４】 

障がい者の自立と社会参加の促進（田辺公園拡張による農福連携等）  

【取組項目 Ⅰ（４）２４】 

 

 

 

 

 

市や商工会等の連携の下、事業者によって結成さ

れる任意団体が、中心市街地において商業活性化を

図るための事業を実施する仕組みづくりを行って

います。 

令和６年度は、新田辺駅と京田辺駅間のにぎわい

の創出を目的に、市内事業者を中心に「田辺駅前大

通り活性化協議会」が設立され、同協議会において

企画・準備を進め、11 月に「第１回しんたな祭」が

開催されました。 

犯罪被害や交通事故の防止など関係団体とも

連携しながら、こどもや高齢者をはじめ市民が安

全・安心に過ごせるまちづくりを推進していま

す。 

令和６年度には、田辺警察署と「京田辺市地域

ながら見守り活動に関する協定書」を締結し、市

公用車に「ながら見守り中」と記載したマグネッ

トシートを貼付し、見守り活動を実施することに

より地域防犯力の強化を図りました。 
公用車へオリジナルステッカーを貼付 

第１回しんたな祭 

個人が有する能力を最大限に生かし、活躍できる場を

提供することで、多様性を尊重した市民相互の協働・パ

ートナーシップの基盤づくりを推進しています。 

 令和６年度には民間資金とノウハウを活用する Park-

PFI 制度により、「京田辺クロスパーク（タナクロ）」を

整備するとともに、障がいのある方が農業体験施設を中

心とした公園の管理・運営に参画し、将来の社会的自立

に向けた就労支援を開始しました。 

 

タナクロでの就労訓練 
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  学校施設等における民間委託の推進 【取組項目 Ⅰ（２）１６】 

   

 

 

 

 

 

 

 

  満足度の高い広報・ＰＲの実現 【取組項目 Ⅰ（３）１８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政手続きのオンライン化 【取組項目 Ⅱ（１）３３】 

 

 

 

 

 

 

 

民間が担い手となることでサービスの向上や効率

化が期待できる分野を中心に、民間活力の導入を積極

的に進めています。 

令和６年４月からは小中学校施設の維持管理業務

（設備保守点検や日常修繕業務など）と小学校の水泳

授業について、技術的なノウハウや専門知識を持つ民

間事業者へ委託することで、適切な維持保全や職員の

業務量削減を図りました。 

市広報紙やホームページ、SNS（LINE・X・Facebook）など

を活用し、市民一人一人のニーズに応じた情報発信を図る

ことで、満足度の高い広報・PRを目指しています。 

令和６年度には、ホームページに個々に応じた行政手続

きが検索できる「手続きナビ」を導入したほか、LINEから

市ホームページの各分野や生活に密着した情報に、ワンタ

ップでたどりつけるようにするため、トップメニューの数

を増設しました。 

【ＬＩＮＥメニュー：６から１７に増設】 

市民一人ひとりのニーズに合わせたサービスを提供で

きるよう、各種行政手続きのオンライン化を推進してい

ます。 

 令和６年度には、一時的保育事業の利用申込み等の手

続きをオンライン化し、利用者の利便性向上、現場の業

務負担軽減、ペーパレス化を図りました。 

手続きナビ（市ホームページ） 

【令和６年度にオンライン化した手続き】 

一時的保育事業の利用申込み、幼稚園・保育所等の継続利用申込み、国民健康保

険等の人間ドックの申込み、後援申請、高齢者いきいきポイント事業の交付金申請、

火葬料の補助金交付申請】 
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  職員の資質向上のための人材育成 【取組項目 Ⅱ（２）３９】 

 

 

 

 

 

 

 

  市内幼稚園及び保育所に係る配置適正化の検討 【取組項目 Ⅲ（２）５８】 

   

 

 

 

 

 

 

 

職員が職制に応じて課題を発見、解決へと導く

実行力やマネジメント力など、多様な能力を身に

つける取り組みを進めています。 

 令和６年度には、公務を取り巻く社会環境が変

化する中で、大学等課程履修や国際貢献活動に利

用可能な自己啓発等休業制度の新設や、様々なハ

ラスメントの理解、防止につなげる研修を実施し

ました。 

本市では、多様化する教育・保育ニーズや、今

後予想される就園状況の推移、さらには義務教育

への円滑な接続などといった課題を踏まえ、「京

田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画」に基づき、

市立就学前施設（幼稚園・保育所）の再編・集約

を進めています。 

令和６年度には、施設の老朽化や園児の減少が

著しい南山保育所、田辺東幼稚園を他の施設に統

合し、保育環境の改善につなげました。 

研修風景 

閉所した南山保育所 
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市民参画、協働の推進 ○ 市民部 Ｐ．１０

大学等との連携の推進 ○ 市民部 Ｐ．１１

区・自治会との協働による地域活性化 ○ 市民部 Ｐ．１２

市内事業者との連携による「ふるさと納税返礼品」開発 経済環境部 Ｐ．１３

地域住民との協働による地域防災・防犯力の強化 ○ 安心まちづくり室 Ｐ．１４

市民等との協働による京田辺玉露のブランド形成 ○ 経済環境部 Ｐ．１５

市民等との協働による地球温暖化対策 ○ 経済環境部 Ｐ．１６

市民や事業者との協働による駅前エリア商業活性化 経済環境部 Ｐ．１７

地域住民との協働による持続可能な地域農業の振興 経済環境部 Ｐ．１８

公園・街路樹のリ・デザインに向けたモデル事業の推進 建設部 Ｐ．１９

消防団の活性化による地域消防力向上 ○ 消防本部 Ｐ．２０

民間活力導入による野外活動センター施設の魅力向上 ○ 市民部 Ｐ．２１

民間活力の導入による複合型公共施設の整備 ○ 企画政策部 Ｐ．２２

官民連携による田辺公園拡張整備と指定管理 ○ 建設部 Ｐ．２３

留守家庭児童会における民間活力の導入 教育部 Ｐ．２４

学校施設等における民間委託の推進 教育部 Ｐ．２５

まちの情報発信機能の充実 ○ 企画政策部 Ｐ．２６

満足度の高い広報・ＰＲの実現【ＤＸ推進計画（１２）】 企画政策部 Ｐ．２７

AI・RPAの利用促進　【DX推進計画（５）】 総務部 Ｐ．２８

学校給食センターでの食に関する情報発信 教育部 Ｐ．２９

オープンデータの推進　【DX推進計画（９）】 総務部、建設部 Ｐ．３０

男女共同参画の推進 ○ 市民部 Ｐ．３１

重層的支援体制の構築 健康福祉部 Ｐ．３２

障がい者の自立と社会参加の促進（田辺公園拡張による農福連携等） 健康福祉部 Ｐ．３３

高齢者支援施策の充実（健康づくり） 健康福祉部 Ｐ．３４

デジタルデバイド対策【DX推進計画（７）】 市民部ほか各部局 Ｐ．３５

こども計画の策定によるこども・若者施策の一体的な推進 こども未来部 Ｐ．３６

教育支援センターの充実による児童生徒の自立支援 教育部 Ｐ．３７

　○は前計画からの深化・引継プログラム

（２）官民連携によ
るノウハウの積極
活用

17

18

19

20

21

12

13

14

官民連携の推進

16

15

26

27

28

透明性・信頼性の高い行政の推進

広報広聴機能の充実

22

23

３．実行プログラム一覧

民間企業との協働の推進

（１）市民参画、多
様な主体との協働
の推進

市民参画・協働の推進と大学等との連携

大区分 中区分 取組名

地域住民との協働によるまちづくりの推進

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

（４）多様性を活か
した社会の構築

だれもが輝く社会の構築

Ⅰ
　
多
様
な
主
体
と
の
協
働
・
パ
ー

ト
ナ
ー

シ

ッ
プ
構
築

（３）広報・広聴の
充実、透明性の高
い行政の推進

24

25

担当部局 ページ数
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大区分 中区分 取組名 担当部局 ページ数

DXの推進等による業務効率化

情報システムの標準化・共通化　【DX推進計画（４）】 総務部ほか各部局 Ｐ．３８

BPRの取組みの徹底、業務の可視化　【DX推進計画（８）】 総務部ほか各部局 Ｐ．３９

事務決裁規程等の見直しによる事務の効率化 総務部 Ｐ．４０

行政評価制度の見直し（ＰＤＣＡサイクルの再構築） ○ 企画政策部 Ｐ．４１

行政手続きのオンライン化　【DX推進計画（１）】
安心まちづくり室ほ

か各部局
Ｐ．４２

マイナンバーカードの普及促進　【DX推進計画（２）】
安心まちづくり室、健

康福祉部
Ｐ．４３

地域社会のデジタル化　【DX推進計画（１０）】 総務部ほか各部局 Ｐ．４４

市役所窓口の利便性向上とサービスコーナーのあり方検討 ○ 市民部 Ｐ．４５

組織機構の改革、職員配置の適正化

全庁的な会議体の見直しと役割の明確化 企画政策部、総務部 Ｐ．４６

職種別職員数の適正化推進 ○ 総務部 Ｐ．４７

職員の人材育成

職員の資質向上のための人材育成 ○ 総務部 Ｐ．４８

専門職種を中心とした人材確保 総務部 Ｐ．４９

職員の能力を発揮できる仕組みづくり

テレワークの推進、多様な働き方改革の推進　【DX推進計画（６）】 総務部 Ｐ．５０

各会計、公営企業会計の健全化推進

公営企業の経営基盤強化 ○ 上下水道部 Ｐ．５１

国民健康保険財政の健全化 ○ 市民部 Ｐ．５２

収納率の向上

市税等の収納率の向上 ○ 市民部、健康福祉部 Ｐ．５３

小学校給食費の公会計化による徴収の効率化、公平性の確保 教育部 Ｐ．５４

財源の確保

ふるさと納税制度を活用した財源確保 ○ 総務部 Ｐ．５５

課税客体の適正な把握 ○ 市民部 Ｐ．５６

学研地区の整備促進による企業立地 ○ 企画政策部 Ｐ．５７

田辺北地区における区画整理支援及び企業誘致 ○ 企画政策部 Ｐ．５８

企業版ふるさと納税制度を活用した財源確保 ○ 企画政策部 Ｐ．５９

受益者負担適正化

し尿処理手数料の徴収見直し 経済環境部 Ｐ．６０

市立文化施設の減免基準等の見直し ○ 市民部、教育部 Ｐ．６１

補助金等の見直し

各種医療保健事業に係る助成制度の見直し ○ 市民部 Ｐ．６２

　○は前計画からの深化・引継プログラム

50

51

37

33

34

35

36

32

Ⅲ
　
持
続
可
能
な
財
政
構
造
の
構
築

38

39

40

（１）財政の健全化
推進（歳出削減、
歳入確保）

53

30

29

Ⅱ
　
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
と
人
材
育
成
に
よ
る
行
政
運
営
の
質
の
向
上

DXの推進等による住民サービスの向上

（２）組織マネジメ
ントと人材育成、人
材確保

（１）ＤＸ（デジタ
ル・トランスフォー
メーション）の推進

31

41

52

44

49

45

46

47

48

42

43
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大区分 中区分 取組名 担当部局 ページ数

公共施設マネジメントの推進

公共施設マネジメントの推進 ○ 企画政策部 Ｐ．６３

統一基準による財務書類の公共施設マネジメントへの活用 ○ 総務部 Ｐ．６４

広域化の推進

可燃ごみ広域処理施設の整備 ○ 経済環境部 Ｐ．６５

消防通信指令業務の共同化 消防本部 Ｐ．６６

公共施設等の配置適正化

市内幼稚園及び保育所に係る配置適正化の検討 ○ こども未来部 Ｐ．６７

環境衛生センター緑泉園施設再整備 ○ 経済環境部 Ｐ．６８

休日初期医療の充実による地域医療体制の強化 健康福祉部 Ｐ．６９

学校規模・学校配置の適正化（「新しい学校づくりプラン」の策定） 教育部 Ｐ．７０

長寿命化によるライフサイクルコスト縮減　

学校施設の長寿命化によるライフサイクルコスト縮減 ○ 教育部 Ｐ．７１

福祉施設等長寿命化によるライフサイクルコストの縮減 ○
健康福祉部、こども
未来部、市民部

Ｐ．７２

　○は前計画からの深化・引継プログラム

63

Ⅲ
　
持
続
可
能
な
財
政
構
造
の
構
築

（２）公共施設マネ
ジメントの推進

56

57

58

54

59

60

61

62

55

8



４．実行プログラム進行管理表
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取組実績

・まちづくりアドバイザー育成のためのま
ちことアカデミー開催（月１回）

・ええまちつくろうカフェの開催（2回）

・ええまちつくろう事業補助金の運用（19
件交付）

・出張ミライロの実施（7回）

備考

Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築大区分

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

担当部局

担当課・室

市民部

市民参画課

区分

取組名 １　市民参画、協働の推進

概要
　市民や市民活動団体等との協働によるまちづくりを推進するため、中心的な役
割を担うまちづくりアドバイザーの育成とともに、市民活動団体等が行う地域課題
の解決に繋がる公益的活動を支援します。

令和６年度

・まちづくりアドバイザー育成

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運用

・出張ミライロの実施

令和９年度

行動計画

・まちづくりアドバイザー育成のためのま
ちことアカデミー開催

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運用

・出張ミライロの実施

・まちづくりアドバイザー育成のためのま
ちことアカデミー開催

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運用

・まちづくりアドバイザー育成のためのま
ちことアカデミー開催

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運用

令和７年度

令和８年度
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令和９年度

・市大学連携ディスカバリーベースの運
営

・市研究ニーズバンクの実施

・政策グランプリの実施

備考

令和７年度

・市大学連携ディスカバリーベースの運
営

・市研究ニーズバンクの実施

・政策グランプリの内容見直し・実施

令和８年度

・市大学連携ディスカバリーベースの運
営

・市研究ニーズバンクの実施

・政策グランプリの実施

区分 行動計画

令和６年度

・市大学連携ディスカバリーベースの運
営

・市研究ニーズバンクの実施

・政策グランプリの内容等見直し及び実
施

概要
　地域や小中学校など様々な主体と大学との連携を推進するとともに、大学教
員、学生団体等が市全域をフィールドとして研究・活動が行いやすい環境を作る
ための仕組みづくりを行います。

担当部局 市民部

担当課・室 市民参画課

取組実績

・市大学連携ディスカバリーベースの運
営（連携マッチング、ミーティング開催、
大学連携事業に係るプロモーション）

・市研究ニーズバンクの実施（掲載テー
マ更新、地域貢献研究事業の実施）

・政策グランプリの内容等見直し・実施

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ２　大学等との連携の推進
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令和９年度

・各地域においてまちづくり協議会の設
立に向けた気運醸成

・まちづくり協議会に対する支援

・自治振興費の交付

備考

令和７年度

・各地域においてまちづくり協議会の設
立に向けた気運醸成

・モデルとなるまちづくり協議会に対する
支援

・自治振興費の交付

令和８年度

・各地域においてまちづくり協議会の設
立に向けた気運醸成

・まちづくり協議会に対する支援

・自治振興費の交付

区分 行動計画

令和６年度

・各地域においてまちづくり協議会の設
立に向けた気運醸成

・モデルとなるまちづくり協議会に対する
支援

・自治振興費の交付

・区・自治会のデジタル化推進

概要
　区・自治会の活性化を図り地域の生活や暮らしを守るため、多様なまちづくりの
主体によって構成される地域課題解決のための広域的なコミュニティ組織の設立
に向けて機運醸成を図るともに、区・自治会のデジタル化等を推進します。

担当部局 市民部

担当課・室 市民参画課

取組実績

・まちづくり協議会の設立に向けた気運
醸成

・松井ケ丘地域及び三山木地域のまち
づくり協議会に対する支援を実施

・自治振興費の交付

・区・自治会のデジタル化推進事業を実
施（13件交付）

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ３　区・自治会との協働による地域活性化
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令和９年度

・市と協働する事業者の募集と審査によ
り選考

・市と選定事業者による返礼品開発と商
品化

・ふるさと納税返礼品への指定

・新規商品化目標１件／年

備考

令和７年度

・市と協働する事業者の募集と審査によ
り選考

・市と選定事業者による返礼品開発と商
品化

・ふるさと納税返礼品への指定

・新規商品化目標１件／年

令和８年度

・市と協働する事業者の募集と審査によ
り選考

・市と選定事業者による返礼品開発と商
品化

・ふるさと納税返礼品への指定

・新規商品化目標１件／年

区分 取組実績

令和６年度

・市と協働する事業者の募集と審査によ
り選考

・市と選定事業者による返礼品開発と商
品化

・ふるさと納税返礼品への指定

・新規商品化目標１件／年

概要
　市と市内事業者との協働により、本市のふるさと納税返礼品や土産品になり得
る商品の開発と商品化を行い、ひいては寄附者に当該商品を選んでもらうことに
より寄附額の向上に寄与します。

担当部局 経済環境部

担当課・室 産業振興課

取組実績

・事業者からの募集２件（うち、１社を選
定）

・市と選定事業者による返礼品開発と商
品化

・新規商品化１件

・ふるさと納税返礼品への指定１件

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ４　市内事業者との連携による「ふるさと納税返礼品」開発
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令和９年度

・自主防災組の育成補助

・防災士資格の取得補助

・防災訓練の実施

・防犯カメラの設置の推進

・警察との連携による防犯活動の推進

備考

令和７年度

・自主防災組織の育成補助

・防災士資格の取得補助

・防災訓練の実施

・防犯カメラの設置の推進

・警察との連携による防犯活動の推進

令和８年度

・自主防災組織の育成補助

・防災士資格の取得補助

・防災訓練の実施

・防犯カメラの設置の推進

・警察との連携による防犯活動の推進

区分 行動計画

令和６年度

・自主防災組織の育成補助

・防災士資格の取得補助

・避難所運営訓練の実施

・防災訓練の検討

・防犯カメラの設置の推進

・警察との連携による防犯活動の推進

概要
　自主防災組織や防災士の育成を通じて、市民一人ひとりが防災意識を持ち自
助・共助の取り組みを推進するとともに、防犯カメラの設置や防犯活動に取り組む
ことで、災害・防犯に強い安全な地域社会を構築します。

担当部局 安心まちづくり室

担当課・室 安心まちづくり室

取組実績

・自主防災組織活動に対する助成（２４組織）
　
・防災士資格取得講座への受講費用補助（２１
名）
　
・シェイクアウト訓練を開催

・同志社国際高等学校で避難所運営訓練を実施

・同志社国際高等学校避難所運営マニュアルを
策定

・防災訓練の日程、会場レイアウト、訓練内容等
を検討

・防犯カメラの設置（７台）

・「京田辺市地域ながら見守り活動に関する協定
書」の締結

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ５　地域住民との協働による地域防災・防犯力の強化

14



令和９年度

・茶産地ルネサンス事業の実施

・出品茶農家への事業の周知

備考

令和７年度

・茶産地ルネサンス事業の実施

・出品茶農家への事業の周知

令和８年度

・茶産地ルネサンス事業の実施

・出品茶農家への事業の周知

区分 行動計画

令和６年度

・茶産地ルネサンス事業の実施

・出品茶農家への事業の周知

概要
　出品茶支援を通じたブランド形成を目指します。また、出品茶に必要不可欠な摘
み子の確保を支援することで、農家以外の方も摘み子としてブランド形成に参画
し京田辺玉露にふれる機会を創出します。

担当部局 経済環境部

担当課・室 農政課

取組実績

・摘み子研修事業　4件

・出品茶農家への事業の周知

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ６　市民等との協働による京田辺玉露のブランド形成

15



令和９年度

・０円ソーラー等（京都府との連携事業）の普及啓発

・小学生への環境学習の実施

・環境フェスタや環境セミナーの実施など

・環境基本計画の重点施策の推進

・家庭のエコ活動を支援（断熱窓改修補助など）

備考

※デコ活とは、環境省が「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称を国民に公募し決定した
言葉。
※二酸化炭素(CO2)を減らす(DE)脱炭素(Decarbonization)と、環境に良いエコ(Eco)を含む”デコ”と活動・生活を組
み合わせた新しい言葉。

令和７年度

・０円ソーラー等（京都府との連携事業）の普及啓発

・小学生への環境学習の実施

・環境フェスタや環境セミナーの実施など

・環境基本計画の重点施策の推進

・家庭のエコ活動を支援（断熱窓改修補助など）

令和８年度

・０円ソーラー等（京都府との連携事業）の普及啓発

・小学生への環境学習の実施

・環境フェスタや環境セミナーの実施など

・環境基本計画の重点施策の推進

・家庭のエコ活動を支援（断熱窓改修補助など）

区分 行動計画

令和６年度

・０円ソーラー等（京都府との連携事業）の普及啓発

・小学生への環境学習の実施

・環境フェスタや環境セミナーの実施など

・環境基本計画の見直し

・家庭のエコ活動を支援（断熱窓改修補助など）

概要
　第２次京田辺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）のCO2削減目標を達成するため、市
民に低炭素型の商品・サービスの利用といった賢い選択を促す「デコ活」を展開、家庭や個人
の積極的な地球温暖化対策への取組の拡大・定着を目指します。

担当部局 経済環境部

担当課・室 環境課

取組実績

・広報紙にて「ゼロカーボンシティの実現に向けて」等
の啓発を推進
・京都０円ソーラー等の周知（区自治会回覧）
・デコ活学習ハンドブックを作成（市内公立小学校の４
年生に配布）
・緑のカーテン説明会の開催
・夏休みエコ工作教室の開催
・夏休み環境アニメ上映会の開催
・環境フェスタの開催
・環境セミナーの開催
・環境フィールドワークの開催
・第３次環境基本計画の策定
・住宅用蓄電池システム等設置補助金の実施
・エコまどリノベ補助金の実施

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ７　市民等との協働による地球温暖化対策
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令和９年度

・商工業活力創出支援事業補助金交付

・イベント開催（本格実施）

・継続的なにぎわい創出に向けた取組
みへの支援

備考

令和７年度

・商工業活力創出支援事業補助金交付

・イベント開催（本格実施）

・継続的なにぎわい創出に向けた取組
みへの支援

令和８年度

・商工業活力創出支援事業補助金交付

・イベント開催（本格実施）

・継続的なにぎわい創出に向けた取組
みへの支援

区分 行動計画

令和６年度

・協議会設立

・商工業活力創出支援事業補助金交付

・試行的にイベント開催

概要

　市、商工会、観光協会が連携し、市内事業者等による協議会を立ち上げ、当該
協議会が主体となって定期的に商業振興を目的としたマルシェ等の活性化事業
を開催する仕組みづくりを行うことにより、商業振興を図るとともに、観光振興並び
に駅前空間におけるにぎわいの創出を図ります。

担当部局 経済環境部

担当課・室 産業振興課

取組実績

・「田辺駅前大通り活性化協議会」を設立

・試行的に「しんたな祭」を開催

・商工業活力創出支援事業補助金交付

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ８　市民や事業者との協働による駅前エリア商業活性化

17



令和９年度

・地域計画の見直し

・地域計画見直しの集落会議に参加、
地域農家と一緒に守るべき農地及び農
業振興地域整備計画の見直し事項を検
討

備考

令和７年度

・地域計画の見直し

・農家組合長会議において農業振興地
域整備計画の見直しスケジュールと地
域計画との関係性を周知

令和８年度

・地域計画の見直し

・農業委員会委員の改選にあわせ、農
業振興地域整備計画及び地域計画の
見直しを周知

区分 行動計画

令和６年度

・農業振興地域整備計画の全体見直し

概要
　市の農業振興に係る計画に地域の声を反映させることにより、透明性と効率性
を向上させるとともに、地域での話合いを定期的に行う態勢を作ることにより、持
続可能な地域農業の振興を目指します。

担当部局 経済環境部

担当課・室 農政課

取組実績

・地域との協働により地域計画を策定・
公示

・地域の意見を反映し、農業振興地域整
備計画（全体見直し）を策定・公示

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ９　地域住民との協働による持続可能な地域農業の振興
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令和９年度

・ワークショップによりまとまった再整備
案をもとに、設計

・街路樹の再整備方針を策定

備考

令和７年度

・公園について、地域と協働でリ・デザイ
ンを進めるためのルールや手引きを策
定

・リ・デザインに意欲の高い地域の公園
をモデル公園として選定

・モデル公園のリ・デザインについて、地
域住民とワークショップにより検討

令和８年度

・公園のリ・デザインについて、地域住民
とワークショップにより検討

・樹木調査

区分 行動計画

令和６年度

・緑の基本計画改定業務において、方
向性を決定

概要
　高度成長期以降、画一的に整備された街区公園や街路樹について、市民が愛
着をもって利活用や維持管理をできるように地域住民と協働で再設計します。

担当部局 建設部

担当課・室 公園緑地課

取組実績

・改訂を行うにあたり、市民の意見を聞く
ためパブリックコメント等を実施

・令和６年度末に改訂した緑の基本計画
において、方向性を決定

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 １０　公園・街路樹のリ・デザインに向けたモデル事業の推進
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令和９年度

・積載車の更新に合わせ、小型ポンプの軽量
化を推進

・SNSを利用した入団促進広報を実施

備考

令和７年度

・積載車の更新に合わせ、処遇改善を鑑み小
型ポンプの軽量化を推進

・SNSを利用した入団促進広報を実施

令和８年度

・積載車の更新に合わせ、小型ポンプの軽量
化を推進

・SNSを利用した入団促進広報を実施

区分 行動計画

令和６年度

・積載車の更新に合わせ引き続き小型ポンプ
の軽量化を推進

・新規採用者の入団に向け関係部局と調整

・新たな処遇改善を模索し団員の負担を軽減

・休部分団の復活に向けて本団役員、自治会
と調整

概要
　地域消防力を維持するため、消防団員の処遇改善をさらに進めるとともに、市新規採用者
の入団など消防団の活性化を図ります。

担当部局 消防本部

担当課・室 消防総務課

取組実績

・積載車の更新計画に基づき小型ポンプを
導入

・新規採用者の入団に向けて、ポスターの掲
載や研修時での声かけなど啓発活動を実施

・消防団員の処遇改善として年末警戒の時
間短縮

・長期休部していた地域の自治会と連絡調
整を行い、本部付け団員で休部分団地域を
再開。その後、地元の方も入団

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 １１　消防団の活性化による地域消防力向上
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令和９年度

備考

令和７年度

・民間事業者との契約締結

・民間事業者による施設改修

・進入路補修工事

令和８年度

・リニューアルオープン

区分 行動計画

令和６年度

・民間事業者公募・選定

・民間事業者との協定締結

・条例改正議案上程

・議決後、民間事業者との契約締結

概要
　施設運営について、市直営方式から民間事業者による運営に切り替え、市民に
最新かつ良質なサービス提供及び市の財政負担を軽減します。

担当部局 市民部

担当課・室 文化・スポーツ振興課

取組実績

・民間事業者公募・選定
　
・民間事業者との基本協定書締結

・3月定例会で条例廃止

・民間事業者との契約準備

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （２）官民連携によるノウハウの積極活用

取組名 １２　民間活力導入による野外活動センター施設の魅力向上
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令和９年度

・事業者の選定

備考

令和７年度

・基本計画の策定

令和８年度

・PFIの導入可能性調査

・事業手法の決定

・実施方針の策定・公表

・事業者の募集

区分 行動計画

令和６年度

・基本計画の検討

概要
　複合化・多機能化を目指して、文化施設を核とした新たな複合型公共施設を整
備します。整備にあたっては、民間活力の導入を積極的に推進します。

担当部局 企画政策部

担当課・室 都市みらい室

取組実績

・基本計画の検討

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （２）官民連携によるノウハウの積極活用

取組名 １３　民間活力の導入による複合型公共施設の整備
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令和９年度

・Park-PFI事業者による指定管理

・Park-PFI事業者によるイベントや自主
事業の実施

備考

令和７年度

・Park-PFI事業者による指定管理

・Park-PFI事業者によるイベントや自主
事業の実施

令和８年度

・Park-PFI事業者による指定管理

・Park-PFI事業者によるイベントや自主
事業の実施

区分 行動計画

令和６年度

・Park-PFI事業者による工事施工（令和
７年春供用開始予定）

・Park-PFI事業者による指定管理

・Park-PFI事業者によるイベントや自主
事業の実施

概要

　子どもから高齢者、障がいのある人まですべての市民が交流できる拠点となる
農福連携をテーマとした公園を整備します。整備にあたっては、Park-ＰＦＩ制度を
導入し、民間事業者の創意工夫により来園者を増やし、市民サービスを向上させ
ます。

担当部局 建設部

担当課・室 公園緑地課

取組実績

・Park-PFI事業者による京田辺クロス
パークの工事完成

・Park-PFI事業者による指定管理開始

・グランドオープン後、Park-PFI事業者
によりイベントや自主事業を実施

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （２）官民連携によるノウハウの積極活用

取組名 １４　官民連携による田辺公園拡張整備と指定管理
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令和９年度

・その他児童会施設整備検討

備考

令和７年度

・松井ケ丘留守家庭児童会において業
務委託を開始

・大住・桃園・薪・田辺東留守家庭児童
会の委託事業者を選定し、運営業務を
引継ぎ

・その他児童会施設整備検討

令和８年度

・大住・桃園・薪・田辺東留守家庭児童
会において業務委託を開始

・その他児童会施設整備検討

区分 行動計画

令和６年度

・関係機関への説明及び関係例規の整
備

・松井ケ丘留守家庭児童会の委託事業
者を選定し、運営業務を引継ぎ

概要
　民間のノウハウを活かした安定的な雇用継続による人員体制を整え、保育時間
の延長等、幅広い市民サービスの向上を図るため、留守家庭児童会の運営につ
いて、民間活力を導入します。

担当部局 教育部

担当課・室 社会教育課

取組実績

・民間委託について関係機関への説明
及び関係例規を整備

・松井ケ丘留守家庭児童会の委託事業
者を選定し、運営業務を引継ぎ

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （２）官民連携によるノウハウの積極活用

取組名 １５　留守家庭児童会における民間活力の導入
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令和９年度

・小中学校施設の包括管理業務委託

・全小学校で水泳授業民間委託実施

備考

令和７年度

・小中学校施設の包括管理業務委託

・全小学校で水泳授業民間委託実施

令和８年度

・小中学校施設の包括管理業務委託

・全小学校で水泳授業民間委託実施

区分 行動計画

令和６年度

・小中学校施設の包括管理業務委託開
始

・全小学校で水泳授業民間委託実施

概要

　小中学校施設について、保守点検、修繕等の複数業務を包括的に委託し、事業
者のノウハウを最大限に活用して学校施設環境の向上を図ります。また、小学校
水泳授業の時数を確保してより効果的な指導を実現するため、民間施設におけ
る専門のインストラクターによる水泳指導を取り入れます。

担当部局 教育部

担当課・室 学校教育課

取組実績

・小中学校施設の包括管理業務委託開
始

・全小学校で水泳授業民間委託実施
（全小学校で開始）

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （２）官民連携によるノウハウの積極活用

取組名 １６　学校施設等における民間委託の推進
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令和９年度

・市民協働での魅力発信事業の充実

・市民みらいミーティングの開催

備考

令和７年度

・市民協働での魅力発信事業の開始

・市民みらいミーティングの開催

令和８年度

・市民協働での魅力発信事業の充実

・市民みらいミーティングの開催

区分 行動計画

令和６年度

・市民協働での魅力発信事業の検討

・市民みらいミーティングの開催

概要
　市民協働でまちの魅力を発信するほか、市民ニーズを把握する機会を設けま
す。

担当部局 企画政策部

担当課・室 秘書広報課

取組実績

・市民活動団体が市民記者となり広報
紙で記事を作成・連載する企画を立案・
連載

・市民みらいミーティングを開催（年6回）

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （３）広報・広聴の充実、透明性の高い行政の推進

取組名 １７　まちの情報発信機能の充実
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取組実績

・「手続きナビ」の運用開始

・ＬＩＮＥメニュー数を6から17へ増設

備考

令和７年度

・ホームページアクセス状況分析、運用
の見直し

・ＬＩＮＥ登録者数などの現状分析、運用
の見直し

令和８年度

・ホームページアクセス状況分析、運用
の見直し

・ＬＩＮＥ登録者数などの現状分析、運用
の見直し

ＤＸ推進計画　実行計画の施策（１２）

区分 行動計画

令和６年度

・ホームページアクセス状況分析、運用
の見直し

・ＬＩＮＥ登録者数などの現状分析、運用
の見直し

令和９年度

概要

・市民のニーズに合わせたホームページの機能拡充

・ＬＩＮＥでの配信情報の細分化

担当部局 企画政策部

担当課・室 秘書広報課

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （３）広報・広聴の充実、透明性の高い行政の推進

取組名 １８　満足度の高い広報・ＰＲの実現

27



取組実績

・利用方法の周知、広報

・Ｑ＆Ａの追加登録

・Ｑ＆Ａの評価、見直し

令和８年度

・Ｑ＆Ａの追加登録

・Ｑ＆Ａの評価、見直し

令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（５）

区分 行動計画

令和６年度

・利用方法の周知、広報

・Ｑ＆Ａの追加登録

・Ｑ＆Ａの評価、見直し

令和７年度

・Ｑ＆Ａの追加登録

・Ｑ＆Ａの評価、見直し

概要 ・AIチャットボットによる問合せ対応

担当部局 総務部

担当課・室 デジタル情報課

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （３）広報・広聴の充実、透明性の高い行政の推進

取組名 １９　AI・RPAの利用促進

28



令和９年度

・小・中学校による学校給食センターの
見学会の実施

・地元特産品や地場産物の活用に係る
企画、情報発信

備考

令和７年度

・小・中学校による学校給食センターの
見学会の実施

・地元特産品や地場産物の活用に係る
企画、情報発信

令和８年度

・小・中学校による学校給食センターの
見学会の実施

・地元特産品や地場産物の活用に係る
企画、情報発信

区分 行動計画

令和６年度

・小・中学校への学校給食センターの見
学会や職場体験等の実施

概要
　学校給食に関する情報発信や食育推進のプラットホームとしての学校給食セン
ターを充実・発展、有効活用することで、食を通じた児童・生徒の健康増進に向け
た意識醸成へのきっかけを提供します。

担当部局 教育部

担当課・室 学校給食課

取組実績

・草内小学校2学年児童の見学授業を
実施

・培良中学校生徒会と給食関係職員（栄
養士･調理師）によるふれあい交流の実
施

・市民対象バスツアーによる学校給食セ
ンター見学会及び試食会の実施

・市特産品のお茶や地場産食材を活用
した給食献立や食育について情報発信
する「給食たより」の児童生徒への配付
や市ホームページに掲載

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （１）市民参画、多様な主体との協働の推進

取組名 ２０　学校給食センターでの食に関する情報発信
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取組実績

・市人口のオープンデータ化（平成17年
～平成25年、令和6年）

・都市計画情報のGISシステム運用開始

令和８年度

・市人口のオープンデータ化

・統計書のオープンデータ化に向けた検
討

令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（９）

区分 行動計画

令和６年度

・市人口のオープンデータ化（平成17年
～平成25年、令和6年）

・都市計画情報のGISシステム選定、構
築

令和７年度

・市人口のオープンデータ化

・統計書のオープンデータ化に向けた検
討

概要
・統計データ等のオープンデータ公開

・都市計画情報のGIS・オープンデータ公開

担当部局 総務部、建設部

担当課・室 総務室、計画交通課

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （３）広報・広聴の充実、透明性の高い行政の推進

取組名 ２１　オープンデータの推進
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令和９年度

・第３次京辺市男女共同参画計画（改訂
版）に基づき、継続して取組みの実施

備考

令和７年度

・子どもを対象とした男女共同参画推進
事業及び女性活躍の視点に立った啓発
事業

・第３次京田辺市男女共同参画計画に
基づき、地域や事業所へ向けた取組み
の実施

・第３次京田辺市男女共同参画計画の
改訂

令和８年度

・第３次京田辺市男女共同参画計画（改
訂版）に基づき、取組みの実施

・改訂にあたり特に重視した取組みを充
実

区分 行動計画

令和６年度

・子どもを対象とした男女共同参画推進
事業及び女性活躍の視点に立った啓発
事業

・第３次京田辺市男女共同参画計画に
基づき、地域や事業所へ向けた取組み
の実施

・男女共同参画に関するアンケートを実
施し、課題等を整理

概要
　第３次京田辺市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画施策をより一層推
進します。

担当部局 市民部

担当課・室 人権啓発推進課

取組実績

・子どもを対象とした男女共同参画推進
事業及び女性活躍の視点に立った啓発
事業（ポケット講座など）を実施

・第３次男女共同参画計画に基づき地
域や事業所へ向けた取組などを実施

・第３次京田辺市男女共同参画計画の
改訂に向けて課題等を整理

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （４）多様性を活かした社会の構築

取組名 ２２　男女共同参画の推進
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令和９年度

・事業開始

備考

令和７年度

・連携強化会議を行い、多機関と連携、
支援体制を整備

・参加支援事業・地域づくり事業の実施
に向け、関係機関との協議や各種研修
の実施

・地域を基盤とした包括的な支援体制の
構築に向けたモデル事業の実施

令和８年度

・連携強化会議を行い、多機関と連携、
支援体制を整備

・参加支援事業・地域づくり事業の実施
に向け、関係機関との協議や各種研修
の実施

・重層的支援体制整備計画策定

区分 行動計画

令和６年度

・重層的支援体制整備移行準備事業

・連携強化会議を行い、多機関と連携、
支援体制を整備

・参加支援事業・地域づくり事業の実施
に向け、関係機関との協議や各種研修
の実施

概要
　既存の支援機関等の機能や専門性を活かし、相互にチームとして連携を強めな
がら、地域住民の複雑化・複合したニーズに対応する、包括的な支援体制を構築
するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくり支援」を一体的に実施します。

担当部局 健康福祉部

担当課・室 社会福祉課

取組実績

・年間スケジュール等の調整や府、府社
協との協議を実施

・関係機関や部内担当者との連携強化
のためワーキングや勉強会を実施

・重層的支援体制整備の先進地へ視察
（３市）

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （４）多様性を活かした社会の構築

取組名 ２３　重層的支援体制の構築
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令和９年度

・公園での障がい者就労の機会を増加

・企業とのマッチング、人材育成、企業
訪問の強化により、多くの企業等での受
け入れ体制の整備や雇用を拡大

備考

令和７年度

・障がい者雇用の理解を広め、雇用促
進と事業の収益化のため、指定管理企
業と共に自立的な運営の基盤づくり

令和８年度

・公園での障がい者就労の機会を増加

・企業とのマッチング、人材育成、企業
訪問の強化により、多くの企業等での受
け入れ体制の整備や雇用を拡大

区分 行動計画

令和６年度

・田辺公園における管理運営、就労訓
練を開始

・一般社団法人「京田辺みんなの働くプ
ロジェクト」を核として企業への働きかけ
や障がい者の就労支援に係る関係機関
のネットワークを構築

概要
　障がいのある方が公園の管理・運営の一部を担い、社会的自立に向けた就労
訓練・支援の場として活用するとともに、公園内の仕事にとどまらず、企業と障害
福祉事業所をつなぎ、働く機会を創出していきます。

担当部局 健康福祉部

担当課・室 障がい福祉課

取組実績

・田辺公園の管理運営を含めた就労訓
練を開始

・就労支援に関わる関係機関等との連
携に向けた、取組内容及び課題の整理

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （４）多様性を活かした社会の構築

取組名 ２４　障がい者の自立と社会参加の促進（田辺公園拡張による農福連携等）
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令和９年度

・効果検証

備考

令和７年度

・事業開始

・効果検証

令和８年度

・効果検証

区分 行動計画

令和６年度

・リハビリテーション職が所属する事業
所と委託に関する協議を実施

・リハビリテーション職と高齢者の機能
回復等に関する協議を実施

・事業実施に向けた制度設計

概要
　リハビリテーション職の協力を得た事業を実施し、高齢者の健康寿命を延伸す
る。

担当部局 健康福祉部

担当課・室 高齢者支援課

取組実績

・市内のリハビリテーション職が所属す
る事業所でモデル事業を実施

・事業所と包括支援センターにより、事
業内容の改善に向けた協議

・事業実施に向けた制度設計

・自立支援型ケア会議を実施

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （４）多様性を活かした社会の構築

取組名 ２５　高齢者支援施策の充実（健康づくり）
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取組実績

・高齢者向けスマホ教室の開催の実
施、（区・自治会向け）高齢者スマート
フォン講習会開催事業補助金の実施

・体験型スマホトラブル出前講座の実施

・中央公民館スマｰトフォン使い方教室
の実施

・三山木福祉会館パソコン教室の実施

令和８年度

・高齢者向けスマホ教室の開催

・体験型スマホトラブル出前講座の開催

・中央公民館スマｰトフォン使い方教室
の開催

・三山木福祉会館パソコン教室の開催

令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（７）

区分 行動計画

令和６年度

・高齢者向けスマホ教室の開催

・体験型スマホトラブル出前講座の開催

・中央公民館スマｰトフォン使い方教室
の開催

・三山木福祉会館パソコン教室の開催

令和７年度

・高齢者向けスマホ教室の開催

・体験型スマホトラブル出前講座の開催

・中央公民館スマｰトフォン使い方教室
の開催

・三山木福祉会館パソコン教室の開催

概要 ・スマートフォン・パソコン教室の開催

担当部局 市民部、健康福祉部、経済環境部、教育部

担当課・室 人権啓発推進課、高齢者支援課、産業振興課、社会教育課

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （４）多様性を活かした社会の構築

取組名 ２６　デジタルデバイド対策
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令和９年度

・計画に基づく各種事業を推進

備考

令和７年度

・計画に基づく各種事業を推進

令和８年度

・計画に基づく各種事業を推進

区分 行動計画

令和６年度

・「（仮称）京田辺市こども計画」を策定

概要
　子育て環境のソフトハード両面での向上、少子化に対応する施策やこども・若者
の貧困対策等を含め、こども・若者に関する事業を一体的にまとめた「（仮称）京
田辺市こども計画」を策定し、計画に掲げた各種事業を推進します。

担当部局 こども未来部

担当課・室 こども未来政策推進室

取組実績

・こども・若者の意見を取り入れるため
のワークショップを実施

・パブリックコメントの実施

・「京田辺市こども計画」を策定

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （４）多様性を活かした社会の構築

取組名 ２７　こども計画の策定によるこども・若者施策の一体的な推進
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令和９年度

備考

令和７年度

・特別支援教育の視点を持った支援体
制強化、児童生徒の不登校未然防止

・教育支援センターを不登校に係る教育
相談の窓口としての体制整備

・不登校児童への更なる支援の在り方
について調査研究

令和８年度

区分 行動計画

令和６年度

・特別支援教育の視点を持った支援体
制強化、児童生徒の不登校未然防止

・教育相談担当や特別支援教育担当指
導主事の配置強化

・先進自治体での福祉との連携のあり
方について調査研究

概要
　不登校の未然防止と不登校児童生徒の社会的自立に向け、児童生徒やその保
護者に対する教育相談機能の強化、学習支援の充実を図りながら、児童生徒や
保護者、学校への支援を行う拠点として運営していきます。

担当部局 教育部

担当課・室 こども・学校サポート室

取組実績

・発達検査の実施

・教育相談担当指導主事の配置

・府内先進自治体での教育・福祉部局
の連携状況を調査研究し、健康福祉部
と情報共有（今後も連絡会議に参画）

大区分 Ⅰ　多様な主体との協働・パートナーシップ構築

中区分 （４）多様性を活かした社会の構築

取組名 ２８　教育支援センターの充実による児童生徒の自立支援
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取組実績

・生活保護システムの標準化システムへ
の移行完了、運用開始

・電子入札システムの京都府共同利用シ
ステムへの移行、運用開始

・水田活用交付金のオンライン申請につい
て、近畿農政局が別システムによる運用
方針となり、運用を見送り

・学校給食費管理システムによる徴収業
務開始（中学校）

令和８年度

・基幹業務支援システムの標準化システ
ムへの移行準備（12業務）

・学齢簿・就学援助システムの運用方法検
討

・水田活用交付金のオンライン申請の運
用開始

令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（４）

区分 行動計画

令和６年度

・基幹業務支援システムの標準化システ
ムへの移行準備

・電子入札システムの京都府共同利用シ
ステムへの移行、運用開始

・水田活用交付金のオンライン申請の一
部利用開始（eMAFF地図）

・学校給食費管理システムによる徴収業
務開始（中学校）

令和７年度

・基幹業務支援システムの標準化システ
ムへの移行、運用開始（7業務）

・学齢簿・就学援助システムの運用方法検
討

・水田活用交付金のオンライン申請の運
用検討

・学校給食費管理システムによる徴収業
務開始（小学校）

概要

・基幹業務支援システムの標準化移行
・学齢簿・就学援助システムの導入
・電子入札システムの京都府共同利用システムへの移行
・水田活用交付金のオンライン申請
・学校給食費管理システムの導入

担当部局 総務部、建設部、経済環境部、上下水道部、教育部

担当課・室 デジタル情報課、建設政策推進室、農政課、経営管理室、学校教育課、学校給食課

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ２９　情報システムの標準化・共通化
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大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ３０　BPRの取組みの徹底、業務の可視化

概要

・庁内事務の電子決裁化
・財務会計システムにおける電子決裁の導入
・物品調達における電子入札・電子契約の導入
・市役所窓口のデジタル化
・工事現場等におけるタブレット端末等の活用
・留守家庭児童会保育現場のＤＸ化の促進
・地域包括ケアにおける地域資源のデータベース化
・工事成果品・委託成果品のデータ化及び保存場所の統一化
・中央監視システムの外部監視環境の構築
・監査における資料ペーパーレス化及びヒアリングのオンライン化

担当部局
総務部、健康福祉部、建設部、出納室、教育部、上下水道部、監査委員事務局、窓口担当部
局

担当課・室
総務室、財政課、管財課、デジタル情報課、高齢者支援課、建設部の全所属、出納室、社会
教育課、上水道課、監査委員事務局、窓口担当所属

区分 行動計画 取組実績

令和６年度

・庁内事務電子決裁の運用開始

・工事現場等におけるタブレット端末等の活用開
始

・留守家庭児童会の保育現場ＤＸ化の運用開始

・地域包括ケアの地域資源データベースの運用
開始

・定期監査の資料ペーパーレス化の運用開始

・庁内事務電子決裁の運用開始（全庁）

・公用スマートフォン購入、各端末へのlogo
チャットの導入

・留守家庭児童会支援員業務におけるネット
ワーク環境の整備、運用開始

・地域包括ケアに係るシステムの導入、シス
テム運用開始

・定期監査の資料の電子・紙の併用運用開
始

令和７年度

・財務会計システムの電子決裁の運用開始

・物品調達における電子入札・電子契約システム
の運用開始

・工事成果品・委託成果品のデータ化及び保存
場所の統一化

・監査資料の電子化促進

令和８年度

・市役所窓口のデジタル化に係る改善策の実施

・工事成果品・委託成果品のデータ化

・中央監視システムの外部監視環境の運用開始

・監査資料の電子化促進

令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（８）
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令和９年度

備考

令和７年度

・新たな事務決裁規程を適用

令和８年度

区分 行動計画

令和６年度

・所管課ごとに近隣自治体の状況等を
調査し、課題を抽出

・規定内容について協議・検討、新たな
事務決裁規程を庁内に周知

概要
　事務決裁規程に規定される決裁区分、手続等を見直し、より合理的かつ効率的
に事務処理を行います。

担当部局 総務部

担当課・室 総務室・財政課・職員課・管財課

取組実績

・事務決裁規程等の規定内容を協議・
検討し、近時の法改正等を踏まえた見
直しを行い、庁内通知を実施

・関連する例規、事務マニュアル等につ
いても見直しを推進

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ３１　事務決裁規程等の見直しによる事務の効率化
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令和９年度

・事務事業評価（主要事業実績調査）の
実施

・目標管理の実施

・まちづくりプランレビューの実施

備考

令和７年度

・事務事業評価（主要事業実績調査）の
実施

・目標管理の実施

・まちづくりプランレビューの実施

令和８年度

・事務事業評価（主要事業実績調査）の
実施

・目標管理の実施

・まちづくりプランレビューの実施

区分 行動計画

令和６年度

・「第４次総合計画中期まちづくりプラン」
事務事業評価シートの見直し

・目標管理の実施

・まちづくりプランレビューの実施

概要
　限られた行政資源を効率的かつ効果的に活用するため「ＰＤＣＡサイクル」によ
る行政評価を活用して、施策事業の選択と集中を進めるとともに、まちづくりプラ
ンレビューによる積極的な施策提案を促進し、着実な進捗管理を図ります。

担当部局 企画政策部

担当課・室 企画調整室

取組実績

・「第４次総合計画中期まちづくりプラン」
事務事業評価シートの見直し

・「第４次総合計画前期まちづくりプラン」
重点プロジェクト取組結果を市HPにて公
表

・まちづくりプランレビューを行い、事業
の進捗管理を実施

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ３２　行政評価制度の見直し（PDCAサイクルの再構築）
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令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（１）

令和７年度

・罹災証明書の交付申請のオンライン運用開始
・火災予防分野の手続きのオンライン運用開始
・生ごみ処理機の補助金申請のオンライン運用
開始
・公共施設のオンライン予約運用開始
・特定保健指導（測定会）参加申込みのオンライ
ン運用開始
・住民票等の写し等の法人の請求オンライン運
用開始
・持込ごみの申込みのオンライン運用開始
・住民税の申告手続きのオンライン運用開始

令和８年度

・幼稚園・保育所・こども園の新規利用申込みの
オンライン運用開始
・介護保険事業の各種申請のオンライン運用開
始
・介護事業所の各種申請のオンライン運用開始
・市民から議会に対する請願書の提出のオンラ
イン運用開始
・粗大ごみの申込みのオンライン運用開始

区分 行動計画 取組実績

令和６年度

・一時的保育事業の利用申込みのオンライン運
用開始
・幼稚園・保育所・こども園の継続利用申込みの
オンライン運用開始
・人間ドック（国保被保険者）の申込みのオンライ
ン運用開始
・持込ごみの申込みのオンライン運用開始
・後援申請のオンライン運用開始
・高齢者いきいきポイント事業の交付金申請の
オンライン運用開始
・火葬料の補助金交付申請のオンライン運用開
始

・オンライン運用開始
　一時的保育事業の利用申込み
　幼稚園・保育所・こども園の継続利用申込み
　人間ドック（国保被保険者・後期高齢者）の申
込み
　後援申請
　高齢者いきいきポイント事業の交付金申請
　火葬料の補助金交付申請

・持込ごみの申込みのオンライン化について、新
焼却施設の令和７年度の稼働開始後に安定し
た運用が見込めるまで延期

概要

・子育て関係の手続きのオンライン化
・国民健康保険関係の手続きのオンライン化
・介護関係の手続きのオンライン化
・くらしに係る手続きのオンライン化
・各種手続きのオンライン化
・補助金等の申請のオンライン化
・公共施設のオンライン予約

担当部局
安心まちづくり室、企画政策部、総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、
経済環境部、議会事務局、教育部、消防本部

担当課・室

安心まちづくり室、秘書広報課、管財課、デジタル情報課、市民参画課、税務
課、国保医療課、市民年金課、文化・スポーツ振興課、社会福祉課、高齢者支
援課、介護保険課、保育幼稚園課、環境課、清掃衛生課、議会事務局、教育総
務室、社会教育課、予防課

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ３３　行政手続きのオンライン化
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令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（２）

令和７年度

・防災訓練等でのカードを利用した受付
の実証実験

・マイナポータルと連携した民間アプリ
利用による障がい者割引サービスの周
知、啓発、案内

令和８年度

・運用の評価、見直し

・医療費助成のオンライン資格確認の実
施

区分 行動計画 取組実績

令和６年度

・マイナポータルと連携した民間アプリ
利用による障がい者割引サービスの周
知、啓発、案内

・マイナポータルと連携した民間アプリ
利用による障がい者割引サービス、有
料道路障害者割引オンライン申請の周
知、啓発、案内

概要
・マイナンバーカードを活用したデジタル化の推進
・マイナ保険証による医療費助成のオンライン資格確認

担当部局 安心まちづくり室、市民部、健康福祉部、こども未来部

担当課・室 安心まちづくり室、国保医療課、障がい福祉課、子育て支援課

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ３４　マイナンバーカードの普及促進
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令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（１０）

令和７年度

令和８年度

・共通投票所の運用方法の検討

区分 行動計画 取組実績

令和６年度

・各種講座のオンライン配信の運用開始

・水辺の散策路ルートマップアプリの公
開情報更新

・各種講座のオンライン配信
　中央公民館資産運用講座の録画配信
　男女共同参画推進セミナーのハイブ
リッド配信

・水辺の散策路ルートマップアプリの公
開情報更新
　テクテクたなウォークの実施、アプリ内
画像の変更

概要

・共通投票所の設置

・各種講座のオンライン環境の整備

・水辺の散策路ルートマップアプリの利用促進

担当部局 総務部、市民部、健康福祉部、建設部、教育部、選挙管理委員会事務局

担当課・室
デジタル情報課、人権啓発推進課、文化・スポーツ振興課、市民参画課、健康
推進課、公園緑地課、社会教育課、選挙管理委員会事務局

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ３５　地域社会のデジタル化
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令和９年度

・サービスコーナーの利用状況調査

・サービスコーナーの閉鎖を検討

備考

令和７年度

・サービスコーナーの利用状況調査

・サービスコーナーの閉鎖を検討

令和８年度

・サービスコーナーの利用状況調査

・サービスコーナーの閉鎖を検討

区分 行動計画

令和６年度

・サービスコーナーの利用状況調査

・サービスコーナーの閉鎖を検討

概要
　マイナンバーカードを利用したコンビニ交付の利用を促進し、市民の利便性を向
上させるとともに、事務の効率化を進め、サービスコーナーの閉鎖を進め、職員の
事務負担の軽減や経費削減を図ります。

担当部局 市民部

担当課・室 市民年金課

取組実績

・証明書のコンビニ交付数と窓口交付数
の調査

・サービスコーナー閉鎖の検討

・コンビニ交付の周知

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （１）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

取組名 ３６　市役所窓口の利便性向上とサービスコーナーのあり方検討
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令和９年度

備考

令和７年度

・新たな会議体を運用開始

令和８年度

区分 行動計画

令和６年度

・先進自治体の状況等を調査し、課題を
抽出

・会議体を所管する部局間で協議・検討

概要
　市政戦略会議、経営会議、総務調整会議などの会議体の機能等について、より
効果的かつ効率的に運営するため、全庁的に役割の明確化を図ります。

担当部局 企画政策部、総務部

担当課・室 企画調整室、総務室

取組実績

・先進自治体の状況調査を実施

・会議体を所管する部局間で協議を実
施

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （２）組織マネジメントと人材育成、人材確保

取組名 ３７　全庁的な会議体の見直しと役割の明確化
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令和９年度

・必要職員数に応じた適切な配置

備考

令和７年度

・職種別の必要職員数を把握（継続）

・必要職員数に応じた適切な配置

令和８年度

・必要職員数に応じた適切な配置

区分 行動計画

令和６年度

・施策事業の今後の動向を見通した上
で、職種別の必要職員数を精査

概要
　社会経済の動向、市民ニーズの変化等新たな行政需要に対応するため、適切
な職員配置を行うとともに、職員数の適正化を図ります。

担当部局 総務部

担当課・室 職員課

取組実績

・職種別の人材流動状況を見通し、精査
した上で、採用の方法や時期などを見
直した採用計画を立案

・選考を進める中で、柔軟に採用枠を調
整し、必要職員数を確保

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （２）組織マネジメントと人材育成、人材確保

取組名 ３８　職種別職員数の適正化推進
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令和９年度

・必要に応じて市主催研修の見直し

・Ｗｅｂ動画研修の活用範囲等について検討、必
要に応じ見直し

・リスキリングを含めた自己啓発助成制度の情報
収集、必要に応じて見直し

・部局横断的な研究チーム（地域経営部会受研
者及び当該ＯＢ）の活用

備考

令和７年度

・必要に応じて市主催研修の見直し

・Ｗｅｂ動画研修の活用範囲等について検討、必
要に応じ見直し

・リスキリングを含めた自己啓発助成制度の情報
収集、必要に応じて見直し

・部局横断的な研究チーム（地域経営部会受研
者及び当該ＯＢ）の活用

令和８年度

・必要に応じて市主催研修の見直し

・Ｗｅｂ動画研修の活用範囲等について検討、必
要に応じ見直し

・リスキリングを含めた自己啓発助成制度の情報
収集、必要に応じて見直し

・部局横断的な研究チーム（地域経営部会受研
者及び当該ＯＢ）の活用

区分 行動計画

令和６年度

・必要に応じて市主催研修の見直し

・Ｗｅｂ動画研修の活用範囲等について検討、必
要に応じ見直し

・リスキリングを含めた自己啓発助成制度の情報
収集、必要に応じて見直し

・部局横断的な研究チーム（地域経営部会受研
者及び当該ＯＢ）の活用

概要
　職員が職制に応じ多様な能力を身につけるため、職員課主催研修、自己啓発助成制度
の課題を洗い出し、必要に応じ見直しを実施するとともに地域経営部会等を積極的に活用
して人材を育成します。

担当部局 総務部

担当課・室 職員課

取組実績

・ハラスメント防止研修（集合研修）を拡
充

・一部研修についてＷｅｂ動画研修から
対面方式に変更

・大学等課程履修等に利用できる自己
啓発等休業制度を新設

・地域経営部会受研者及び当該OBによ
る研修を実施

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （２）組織マネジメントと人材育成、人材確保

取組名 ３９　職員の資質向上のための人材育成
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令和９年度

・前年度実施した取り組みの課題を洗い
出し、必要に応じて見直し

・専門職に関する大学、高校へ訪問し、
職員募集の周知

備考

令和７年度

・人材確保の取組み実施

・専門職に関する大学、高校へ訪問し、
職員募集の周知

令和８年度

・前年度実施した取り組みの課題を洗い
出し、必要に応じて見直し

・専門職に関する大学、高校へ訪問し、
職員募集の周知

区分 行動計画

令和６年度

・先進事例の情報を参考にして、人材確
保の取り組みについて検討

・専門職に関する大学、高校へ訪問し、
職員募集の周知

・採用試験日程の一部前倒し及び試験
内容の見直し

概要
　専門職種を中心とした継続的で安定的な人材確保に向けて、取組みを進めま
す。

担当部局 総務部

担当課・室 職員課

取組実績

・学生の就職活動傾向の情報収集、他
自治体の募集動向の調査を実施

・専門職に関する大学訪問、大学での就
職説明会を実施し、職員募集を周知

・専門職の採用試験日程の前倒し及び
試験内容の見直しを実施

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （２）組織マネジメントと人材育成、人材確保

取組名 ４０　専門職種を中心とした人材確保
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令和９年度

備考 ＤＸ推進計画　実行計画の施策（６）

令和７年度

・利用者アンケート実施

・利用状況の評価

・運用の見直し

・セキュリティ対策の見直し

令和８年度

・テレワーク勤務の勧奨

・利用状況の評価

・運用の見直し

・セキュリティ対策の見直し

区分 行動計画 取組実績

令和６年度

・実施要領策定

・セキュリティ対策の見直し

・テレワーク勤務の本格施行

・京田辺市職員テレワーク実施規程策
定に基づくテレワークの実施

概要 ・テレワーク勤務制度の構築

担当部局 総務部

担当課・室 職員課

大区分 Ⅱ　デジタル技術の活用と人材育成による行政運営の質の向上

中区分 （２）組織マネジメントと人材育成、人材確保

取組名 ４１　テレワークの推進、多様な働き方改革の推進
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区分 取組実績

・水道・下水道ビジョン、水道・下水道事
業経営戦略の中間改定に向け、「京田
辺市上下水道経事業営審議会」を実施
（3回）

・水道・下水道ビジョンの見直し（案）に
係るパブリックコメントを実施
（意見募集期間：R7年3月21日～4月21
日）

令和８年度

・水道・下水道ビジョン、水道・下水道事
業経営戦略の検証

・改定後の経営戦略に基づき、上下水
道事業の収支バランスを確認

令和９年度

・水道・下水道ビジョン、水道・下水道事
業経営戦略の検証

・改定後の経営戦略に基づき、上下水
道事業の収支バランスを確認

備考

行動計画

令和６年度

・水道・下水道ビジョン、水道・下水道事
業経営戦略の中間改定の準備

・上下水道事業経営審議会の開催と審
議

令和７年度

・水道・下水道ビジョン、水道・下水道事
業経営戦略の中間改定および検証

・改定後の経営戦略に基づき、上下水
道事業の収支バランスを確認

概要
　水道・下水道ビジョン、水道・下水道事業経営戦略に基づき、経営基盤の強化を
行います。

担当部局 上下水道部

担当課・室 経営管理室

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４２　公営企業の経営基盤強化
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令和９年度

・京都府の動向を注視し、必要に応じて
国保税率を見直し

・国民健康保険事業の運営に関する協
議会において、国保税率改正について
意見を聴取

備考

令和７年度

・京都府の動向を注視し、必要に応じて
国保税率を見直し

・国民健康保険事業の運営に関する協
議会において、国保税率改正について
意見を聴取

令和８年度

・京都府の動向を注視し、必要に応じて
国保税率を見直し

・国民健康保険事業の運営に関する協
議会において、国保税率改正について
意見を聴取

区分 行動計画

令和６年度

・京都府の動向を注視し、必要に応じて
国保税率を見直し

・国民健康保険事業の運営に関する協
議会において、国保税率改正について
意見を聴取

概要
　国民健康保険財政の健全化を図るため、京都府による財政支援等の動向、及
び保険税（料）水準の府内統一を見極めながら、必要に応じて税率の見直しを行
います。

担当部局 市民部

担当課・室 国保医療課

取組実績

・令和６年度は国保税率改正を行わず、
据え置きとしたうえで当初賦課を決定

・国民健康保険事業の運営に関する協
議会を開催

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４３　国民健康保険財政の健全化
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令和９年度

【税】
・多様な収納方法の検討、実施
・京都地方税機構との連携による徴収の強化

【国保・後期】
・多様な収納方法の検討や実施、京都地方税機構との連携による
徴収の強化
・債権管理条例等に基づく徴収対策の実施
・国保QRコード収納導入に係るシステム整備
・後期QRコード収納の導入

備考

令和７年度

【税】
・多様な収納方法の検討、実施
・京都地方税機構との連携による徴収の強化

【国保・後期】
・多様な収納方法の検討や実施、京都地方税機構との連携による
徴収の強化
・債権管理条例等に基づく徴収対策の実施

【介護】
・コンビニ納付の納入準備、スマホアプリ決済の導入検討

令和８年度

【税】
・多様な収納方法の検討、実施
・京都地方税機構との連携による徴収の強化

【国保・後期】
・多様な収納方法の検討や実施、京都地方税機構との連携による
徴収の強化
・債権管理条例等に基づく徴収対策の実施
・後期QRコード収納導入に係るシステム整備

【介護】
・市民への周知（広報）
・実施（６月）

区分 行動計画

令和６年度

【税】
・多様な収納方法の検討、実施
・京都地方税機構との連携による徴収の強化

【国保・後期】
・多様な収納方法の検討や実施、京都地方税機構との連携による
徴収の強化
・債権管理条例等に基づく徴収対策の実施

概要
　市の財源を確保するとともに、市民の負担の公平性を確保するため、市税等の収納率の向上や新たな収納手
段を導入することによる納税者の利便性の向上を図ります。

担当部局 市民部、健康福祉部

担当課・室 税務課、国保医療課、介護保険課

取組実績

【税】
・共通納税システムを利用した電子申告・電子納税についてたばこ
税、入湯税の運用を開始
・京都地方税機構と日次で徴収データ等の送受信、個別案件に対
して、担当者と連絡を取り合い徴収強化

【国保】
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付サービスやスマホア
プリでの納付案内を年度当初の納税通知書に同封
・口座振替、コンビニ納付の促進記事を広報紙に掲載
・納期限周知記事を広報紙に掲載
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付サービスやスマホア
プリでの納付案内及び納期限をホームページに掲載

【後期】
・被保険者証発送時（4～3月）及び保険料決定通知書発送時(7月）
に口座振替の案内を同封
・口座振替納期限周知記事を広報紙に掲載
・債権管理条例等に基づく徴収対策を実施

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４４　市税等の収納率の向上
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取組実績

・学校給食費徴収管理システムに小学
校給食の情報セットアップを実施

・学校給食費徴収条例・規則の一部改
正

令和８年度

令和９年度

備考

区分 行動計画

令和６年度

・学校給食費徴収管理システムに小学
校給食の情報セットアップ

・中学校給食費徴収条例・規則の全部
改正

令和７年度

・小学校給食公会計化の開始

概要
　先に運用する中学校給食費の公会計化を、小学校給食でも展開し、給食会計
の透明化の向上や徴収における公平性、教職員の業務の負担軽減などに繋げま
す。

担当部局 教育部

担当課・室 学校給食課

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４５　小中学校給食費の公会計化による徴収の効率化、公平性の確保
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令和９年度

・寄附金募集サイトの充実

・関係機関と連携した返礼品の拡充

備考

令和７年度

・寄附金募集サイトの充実

・関係機関と連携した返礼品の拡充

令和８年度

・寄附金募集サイトの充実

・関係機関と連携した返礼品の拡充

区分 行動計画

令和６年度

・寄附金募集サイトの充実

・関係機関と連携した返礼品の拡充

概要
　事業実施のための財源不足解消や、市の特産品を広くPRするため、民間活力
の活用により、ふるさと納税制度の一層の推進を図ります。

担当部局 総務部

担当課・室 財政課

取組実績

・寄附金募集サイトを追加

・市産業振興部門、市商工会と連携し、
新規・既存返礼品提供事業者による新
たな返礼品を拡充

・令和6年度実績約4億円4千万円、前年
比＋約1億9千万円

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４６　ふるさと納税制度を活用した財源確保
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令和９年度

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体の把握

備考

令和７年度

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体の把握

令和８年度

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体の把握

区分 行動計画

令和６年度

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体の把握

概要
　市民税における未申告者への申告勧奨や固定資産税における未評価家屋の
評価等を実施するとともに、市税における適正な課税客体の把握を推進します。

担当部局 市民部

担当課・室 税務課

取組実績

・未評価家屋の調査により57棟の新規課税
を実施し課税適正化を推進

・地目調査により31筆の農業用施設用地評
価を行い課税適正化を推進

・市街化区域の山林、原野、雑種地（282
筆）の評価方法を路線価方式へ変更

・市民税未申告者156人への申告書郵送に
よる申告勧奨

・法定調書（非上場株式等の配当等の申告
のないもの）の税額変更（53件）

・給与支払報告書未提出34事業所に対する
申告勧奨

・適正な課税客体把握方法の検討として、
家屋敷課税の対象者を抽出（342件）

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４７　課税客体の適正な把握
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令和９年度

・南田辺西地区整備に向けた京都府と
の協議・調整

・その他未整備地区の早期事業化等を
要望

備考

令和７年度

・南田辺西地区整備に向けた京都府と
の協議・調整

・その他未整備地区の早期事業化等を
要望

令和８年度

・南田辺西地区整備に向けた京都府と
の協議・調整

・その他未整備地区の早期事業化等を
要望

区分 行動計画

令和６年度

・南田辺西地区整備に向けた京都府と
の協議・調整

・その他未整備地区の早期事業化等を
要望

概要
　学研地区（南田辺西・東地区）の未整備地区において、京都府との連携を図りつ
つ、事業化に向けた取組を推進、新たな企業立地を目指します。

担当部局 企画政策部

担当課・室 企画調整室

取組実績

・南田辺西地区の整備について京都府
と協議

・中央省庁等に対する政策提案活動を
実施（２回）

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４８　学研地区の整備促進による企業立地
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令和９年度

・地区内公共施設整備（道路、調整池
等）への支援

・地区外公共施設整備（道路拡幅）

・土地利用者（進出企業等）の斡旋・調
整

備考

令和７年度

・地区内公共施設整備（道路、調整池
等）への支援

・地区外公共施設整備（道路拡幅、公共
下水道）

・土地利用者（進出企業等）の斡旋・調
整

令和８年度

・地区内公共施設整備（道路、調整池
等）への支援

・地区外公共施設整備（道路拡幅、公共
下水道）

・土地利用者（進出企業等）の斡旋・調
整

区分 行動計画

令和６年度

・地区内公共施設整備（道路、調整池
等）への支援

・地区外公共施設整備（道路拡幅）

・土地利用者（進出企業等）の斡旋・調
整

概要
　組合施行の土地区画整理事業により良好な都市基盤整備を促進するとともに、
立地適正化計画に基づき商業・業務・医療・福祉・宿泊等の多種多様な都市機能
の立地を誘導します。

担当部局 企画政策部

担当課・室 都市みらい室

取組実績

・地区内公共施設整備（道路、調整池
等）への支援

・地区外公共施設整備（道路拡幅）

・土地利用者（進出企業等）の斡旋・調
整

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ４９　田辺北地区における区画整理支援及び企業誘致
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令和９年度

・民間ポータルサイト、マッチング事業者
等を通じた効率的・効果的な寄附企業
の募集

・直接訪問等による案件形成、パート
ナーシップの構築

備考

令和７年度

・民間ポータルサイト、マッチング事業者
等を通じた効率的・効果的な寄附企業
の募集

・直接訪問等による案件形成、パート
ナーシップの構築

令和８年度

・民間ポータルサイト、マッチング事業者
等を通じた効率的・効果的な寄附企業
の募集

・直接訪問等による案件形成、パート
ナーシップの構築

区分 行動計画

令和６年度

・民間ポータルサイト、マッチング事業者
等を通じた寄附企業の募集

・トップセールス、直接訪問による案件
形成、パートナーシップの構築

・「まちひとしごと創生総合戦略」の改定
にあわせて取組みの方向性を検討

概要
　財源確保や地方創生推進の観点から、企業版ふるさと納税制度を活用した寄
附による各種事業の財源不足解消、企業とのパートナーシップの構築を推進しま
す。

担当部局 企画政策部

担当課・室 企画調整室

取組実績

・ポータルサイトや事業者と連携した寄
付企業募集を実施

・案件形成やパートナーシップ構築のた
めの直接訪問を実施

・令和7年度以降の取組の方向性を策
定（まちひとしごと創生総合戦略の改
定）

・令和6年度は17社から寄附を受領
（現金16件（26,220,000円）、物品2件
（7,434,000円））

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ５０　企業版ふるさと納税制度を活用した財源確保
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令和９年度

・改定料金算定

・例規改正

・議会上程

・周知

備考

令和７年度

・課題抽出及び調査研究

令和８年度

・改定料金算定

区分 行動計画

令和６年度

・課題抽出及び調査研究

概要
　受益者負担の公平性の観点から施設の更新にあわせて手数料の見直しを行い
ます。

担当部局 経済環境部

担当課・室 清掃衛生課

取組実績

・し尿処理手数料における課題抽出及
び見直しの方向性について検討

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ５１　し尿処理手数料の徴収見直し

60



令和９年度

備考

令和７年度

・新基準施行

令和８年度

区分 行動計画

令和６年度

・減免基準見直し案に基づき、市民説
明、例規改正及び周知

概要
　市立文化施設について、受益と負担の公平性を確保するため、現在運用してい
る減免基準の見直しを行います。

担当部局 市民部、教育部

担当課・室 市民参画課、社会教育課

取組実績

・市民説明会を開催

・パブリックコメントを実施

・例規改正及び周知

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ５２　市立文化施設の減免基準等の見直し
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令和９年度

・はり、きゅう、マッサージ施術費助成制
度の見直し効果の検証

備考

令和７年度

・はり、きゅう、マッサージ施術費助成制
度の見直し案の検討、作成

令和８年度

・はり、きゅう、マッサージ施術費助成制
度の見直し

・市民及び施術所への周知

区分 行動計画

令和６年度

・はり、きゅう、マッサージ施術費助成制
度の見直し実施に向けて、関係部及び
施術所との調整、市民へ周知

概要
　はり、きゅう、マッサージ施術費助成について、近隣の動向を注視しつつ、団塊
の世代が後期高齢者に移行することを鑑み、助成制度の見直しを行います。

担当部局 市民部

担当課・室 国保医療課

取組実績

・はり、きゅう、マッサージ施術費助成制
度の見直し案や実施時期の検討

・近隣市のはりきゅうマッサージの動向
を調査・研究

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （１）財政の健全化推進（歳出削減、歳入確保）

取組名 ５３　各種医療保健事業に係る助成制度の見直し
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令和９年度

・大型事業平準化のための普通建設事
業費シミュレーション

・ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指針による官
民連携の推進

備考

令和７年度

・大型事業平準化のための普通建設事
業費シミュレーション

・ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指針による官
民連携の推進

令和８年度

・大型事業平準化のための普通建設事
業費シミュレーション

・ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指針による官
民連携の推進

区分 行動計画

令和６年度

・大型事業平準化のための普通建設事
業費シミュレーション

・ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指針による官
民連携の推進

概要
　公共施設等の情報を集約して部局横断的な施設の適正管理のため、「公共施
設マネジメント推進会議」等での議論を通じて、大型事業の進捗管理とともに官民
連携の推進、公共施設総合管理計画の着実な推進を図ります。

担当部局 企画政策部

担当課・室 企画調整室

取組実績

・普通建設事業費及び歳入歳出全体の
財政シミュレーションを行い、事業費を
平準化

・公共施設総合管理計画に基づく進捗
管理として、公共施設マネジメント推進
会議を開催（年５回）

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ５４　公共施設マネジメントの推進

63



令和９年度

・執行データについて、施設別の振り分
け

・セグメント別財務書類の作成

備考

令和７年度

・財務書類の活用（セグメント別分析等）
に向け、既存資産の整理更新

・執行データについて、施設別の振り分
け

令和８年度

・執行データについて、施設別の振り分
け

・セグメント別財務書類の作成

区分 行動計画

令和６年度

・財務書類の活用（セグメント別分析等）
に向け、既存資産の整理更新

概要

　統一基準による財務書類によって、建設施設の建設費用（イニシャルコスト）だ
けでなく、維持管理費用や更新費用（ライフサイクルコスト）までを含めて検討でき
るよう、施設別事業別行政コスト計算書等を作成し、公共施設マネジメントの推進
に活用します。

担当部局 総務部

担当課・室 財政課

取組実績

・財務書類の活用（セグメント別分析等）
に向けて、統一基準による財務書類を
作成、固定資産台帳を更新

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ５５　統一基準による財務書類の公共施設マネジメントへの活用
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令和９年度

備考

令和７年度

・枚方京田辺環境施設組合による施設
建設

・枚方京田辺環境施設組合による施設
の管理運営開始

令和８年度

区分 行動計画

令和６年度

・枚方京田辺環境施設組合による施設
建設

概要
　枚方市との広域化による新たなごみ焼却施設の整備について、令和７年度末の
稼働を目指し、環境負荷が少なく、安定的な施設運営と処理コストの削減を目指
します。

担当部局 経済環境部

担当課・室 ごみ広域処理推進課

取組実績

・枚方京田辺環境施設組合による施設
建設工事の実施

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ５６　可燃ごみ広域処理施設の整備促進
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令和９年度

・運用開始

備考

令和７年度

・令和９年度共同化に向けた設備整備

令和８年度

・令和９年度共同化に向けた設備整備

・仮運用開始

区分 行動計画

令和６年度

・共同整備等に関する協定書の締結

・入札

概要
　京都府南部９消防本部が共同で通信指令業務を行うことで、住民サービスの向
上を図るとともに、経費の削減による財政負担の軽減を図ります。

担当部局 消防本部

担当課・室 消防総務課

取組実績

・京都府南部消防指令センター共同整
備に関する協定書を締結

・京都府南部消防指令センター整備に
係る契約

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ５７　消防通信指令業務の共同化
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令和９年度

備考

令和７年度

・第1期再編整備計画検証

・第2期再編整備計画策定

・田辺幼稚園休園

令和８年度

区分 行動計画

令和６年度

・南山保育所、田辺東幼稚園閉園

概要
　第1期京田辺市幼稚園・保育所再編整備計画の見直し、及び第2期同計画の策
定を進めていくなかで、こども園化を推進します。同時に保育ニーズの増加及び
幼稚園ニーズの低下を受けて、就学前施設の適正数を確保します。

担当部局 こども未来部

担当課・室 こども未来政策推進室

取組実績

・南山保育所・田辺東幼稚園を閉園

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ５８　市内幼稚園及び保育所に係る配置適正化の検討
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令和９年度

・建設工事

・施工管理

備考

令和７年度

・施設整備基本計画等業務委託

・補助金申請

・公営企業会計移行手続き

令和８年度

・設計・建設工事

・施工管理

区分 行動計画

令和６年度

・施設整備基本計画等業務委託

概要 　施設の更新に向け、現在地において施設をコンパクト化していきます。

担当部局 経済環境部

担当課・室 清掃衛生課

取組実績

・施設整備基本計画等策定業務を委託

・基本計画策定業務に既存施設解体工
事を含めるための契約変更を実施

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ５９　環境衛生センター緑泉園施設再整備
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令和９年度

・財政面での計画検討

備考

令和７年度

・医師会と情報交換及び意見調整

令和８年度

・財政面での計画検討

区分 行動計画

令和６年度

・休日応急診療所において新たな感染
症に対応できる体制研究

概要
　多様化する疾病及び感染症等に対して健康面での安全安心を確保するため、
休日における初期救急医療を充実させることで、２次・３次医療のひっ迫を避け救
急医療が適切に機能するよう地域医療体制の充実を図ります。

担当部局 健康福祉部

担当課・室 健康推進課

取組実績

・休日応急診療所において新たな感染
症に対応できる体制研究

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ６０　休日初期医療の充実による地域医療体制の強化
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令和９年度

・「新しい学校づくりプラン」に基づく取り
組み

備考

令和７年度

・学校教育審議会における審議（学習環
境の整備）

・「新しい学校づくりプラン」の策定

令和８年度

・「新しい学校づくりプラン」に基づく取り
組み

区分 行動計画

令和６年度

・学校教育審議会における審議（学校規
模・学校配置の適正化）

・「新しい学校づくりプラン」の検討

概要
　学校施設の適正規模・適正配置、多様な学びに対応できる学習環境、給食室等
の学校付属施設のあり方といった学校環境の整備に関する基本的な方針を定め
る（仮称）京田辺市新しい学校づくりプランを策定します。

担当部局 教育部

担当課・室 学校教育課

取組実績

・学校教育審議会における審議（学校規
模、学校配置の適正化、学校環境の整
備）

・「新しい学校づくりプラン」の策定方針
の決定

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ６１　学校規模・学校配置の適正化（「新しい学校づくりプラン」の策定）
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令和９年度

・計画に基づき、長寿命化改修等

備考

令和７年度

・学校施設長寿命化計画の改定

令和８年度

・計画に基づき、長寿命化改修等

区分 行動計画

令和６年度

・田辺小学校中校舎長寿命化改修

・学校施設長寿命化計画改定に向けた
検討

概要
　多くの施設が改修を必要とする時期を迎える中で、「京田辺市学校施設長寿命
化計画」に基づき長寿命化改修等を行い、中長期的な維持管理・更新等に関わる
トータルコストの縮減及び予算の平準化を図ります。

担当部局 教育部

担当課・室 学校教育課

取組実績

・田辺小学校中校舎長寿命化改修を実
施

・学校施設長寿命化計画改定に向けた
検討体制等を決定

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ６２　学校施設の長寿命化によるライフサイクルコスト縮減
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令和９年度

・大住ふれあいセンター運営再開

・南部地域の児童館の一部改修

備考

令和７年度

・大住ふれあいセンター再編整備の基
本設計・実施設計

・南山学園のあり方検討

令和８年度

・大住ふれあいセンター建築工事

区分 行動計画

令和６年度

・北部地域の子育て支援施設と高齢者
福祉施設の複合施設の再編整備の基
本構想を策定

・南部地域地域子育て支援センターを移
転、運営開始

・南山学園のあり方検討

概要
　福祉施設等の維持管理や改修等の施設整備を計画的に行うことで、整備コスト
の縮減やコストの平準化を図るとともに、北部地域の子育て支援施設と高齢者福
祉施設の再編整備、各施設のあり方等を検討します。

担当部局 健康福祉部、こども未来部、市民部

担当課・室 健康福祉政策推進室、高齢者支援課、子育て支援課、人権啓発推進課

取組実績

・大住ふれあいセンターについて、パブ
リックコメントを実施するとともに市民説
明会を開催し、整備基本構想を策定

・南部地域地域子育て支援センターを移
転、運営開始

・南山学園のあり方について、関係部局
と協議

大区分 Ⅲ　持続可能な財政構造の構築

中区分 （２）公共施設マネジメントの推進

取組名 ６３　福祉施設等長寿命化によるライフサイクルコストの縮減
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